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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

        ２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 

     （企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

      準適用指針第８号）を適用しています。 

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） 22,106,519 23,751,749 27,619,226 42,444,563 46,461,572 

経常利益 （千円） 872,468 862,444 1,834,612 1,557,307 1,600,065 

中間（当期）純利益 （千円） 767,023 751,637 1,587,213 1,879,823 1,399,890 

純資産額 （千円） 3,419,140 4,645,661 6,861,131 3,852,883 5,457,838 

総資産額 （千円） 29,376,938 29,177,238 30,968,615 28,856,747 29,513,262 

１株当たり純資産額 （円） △249.00 △56.75 292.54 △180.74 57.65 

１株当たり中間（当

期）純利益 
（円） 120.81 118.44 250.20 296.10 207.14 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） 18.97 18.59 39.26 46.49 34.63 

自己資本比率 （％） 11.6 15.9 22.1 13.4 18.5 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 1,714,766 3,149,957 2,282,099 1,980,843 3,507,876 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 3,905 △81,616 90,987 49,448 △92,131 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △653,279 △2,602,892 △1,328,967 △1,188,273 △2,802,424 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） 3,426,416 3,695,608 4,894,619 3,225,184 3,853,997 

従業員数 （人） 1,698 1,730 1,762 1,679 1,716 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

        ２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 

          （企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計 

            基準適用指針第８号）を適用しています。 

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） 21,072,591 22,451,121 26,066,164 40,056,318 43,985,919 

経常利益 （千円） 831,697 819,773 1,760,461 1,455,863 1,474,338 

中間（当期）純利益 （千円） 775,626 716,086 1,554,338 1,814,993 1,309,388 

資本金 （千円） 3,642,350 3,642,350 3,642,350 3,642,350 3,642,350 

発行済株式総数 （千株） 

普通株式 

7,220 

Ａ種株式 

（優先株式） 

6,250 

普通株式 

7,220 

Ａ種株式 

（優先株式） 

6,250 

普通株式 

7,220 

Ａ種株式 

（優先株式） 

6,250 

普通株式 

7,220 

Ａ種株式 

（優先株式） 

6,250 

普通株式 

7,220 

Ａ種株式 

（優先株式） 

6,250 

純資産額 （千円） 3,834,205 4,868,204 6,974,817 4,142,515 5,590,296 

総資産額 （千円） 29,653,704 29,164,974 30,803,859 29,048,106 29,476,120 

１株当たり純資産額 （円） △183.62 △20.77 311.37 △135.11 79.58 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
（円） 122.16 112.84 245.02 285.89 192.88 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） 19.18 16.88 38.45 44.89 32.39 

１株当たり配当額 （円） ― ― ― ― 

普通株式  

10.00 

 Ａ種株式 

 （優先株式） 

13.664 

自己資本比率 （％） 12.9 16.7 22.6 14.3 19.0 

従業員数 （人） 1,584 1,611 1,639 1,572 1,592 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  （平成19年９月30日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

プラント事業   1,752 

その他の事業   10 

合計   1,762 

  （平成19年９月30日現在）

従業員数（人） 1,639 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の先行き懸念や個人消費の伸び悩みなどの不安材料はあっ

たものの、企業の収益改善に伴う設備投資や雇用環境の改善などにより、景気は緩やかな回復基調で推移いたしま

した。 

 当社グループの関連するプラント業界におきましても、企業業績の好調を受け、新規の設備投資や設備の老朽化

更新投資が活発化し、引き続き堅調に推移いたしました。 

 このような情勢の中、当社グループは、平成18年度より『新中期経営計画』をスタートさせ、前期は当計画の初

年度として、重点施策実施のための基盤作りを行い、２年目にあたる当中間連結会計期間は各重点施策を着実に実

行に移してまいりました。 

  

 当中間連結会計期間における重点施策の進捗状況は、次のとおりであります。 

  ① 既存事業の体質強化 

      鉄鋼・原子力関係の事業分野を主体とした「第一事業本部」と化学・エレクトロニクス関係の事業分野を主

    体とした「第二事業本部」が営業本部や技術本部とも連携をはかりながら、お客様の事業戦略を的確に把握 

  し、それに基づく設備投資動向に適宜・的確に対応してまいりました。特に、大型案件の施工にあたっては、

  事業本部内あるいは事業本部間で綿密な調整を図り、要員・施工体制等の事前計画を徹底することで、ロス・

  ムダを排除しコスト削減を図ってまいりました。 

 ② 経営資源戦略 

   直面しております2007年問題に対応するため、ベテラン社員からの効率的な技能伝承及び若手社員の早期戦

  力化と多能工化を図るべく、本年度の新入技能社員に対しましては、従来３年間のＯＪＴで習得しておりまし

  た技能を６ヶ月間の短期間で習得できるよう集中的に指導を行うとともに、配属時にどの職種にも対応できる

  人材を育成するため、全職種の基本技能を習得させるべく指導いたしております。また、事務・技術社員につ

  きましても、教育中心の育成ローテーションを盛り込み、教育期間内に主要複数部門を経験させる育成計画を

  策定し、短期間での能力向上を図り早期の戦力化を推進してまいります。 

 ③ 新規事業／ビジネスモデルの育成 

   新規事業案件の一つであるVPMS事業（真空ポンプ劣化予兆診断システム）につきましては、今後の拡販に向

  け、お客様に検証テストを行っていただき、当システムの有効性について一定の評価をいただいております 

  が、システム構成や技術サポートに対する改善ニーズが出てきており、それらを満足すべく対応を行ってまい

  りました。 

   また、株式会社 アルテクス殿を事業パートナーとして超音波関連事業に参入し「超音波ポリッシュカット 

  装置」を製品化し、本年6月より販売を開始いたしました。現在、お客様にデモを行い拡販に努めている段階 

  です。すでに製品の基本性能につきましては、高評価をいただいておりますので、今後、お客様の要求を満た

  すラインナップの拡充を図り、販売に結びつけてまいります。 

 ④ 財務戦略の構築 

   資本政策の中で最大の課題である優先株式の処理につきましては、優先株主様に、平成18年9月20日付で優

  先株式を普通株式に転換できる権利が発生いたしておりますが、その後も権利行使はされずに優先株式のまま

  所持していただいております。当株式の処理につきましては、今後、優先株主様のご意向を確認するととも 

  に、株式市場への影響を慎重に考慮しながら、最善の処理を行ってまいります。 

  

     このような諸施策を推進するとともに、売上面につきましては、化学プラント分野において、お客様の国際 

   競争力強化や高付加価値製品の増強に向けての設備投資がなされたことや石油・天然ガスプラント分野において、

   石化製品原料の生産能力増強投資が引き続き増加傾向にあることで、大型の建設工事や既存プラントの定期保全 

   工事が完工するなど、好業績のお客様の活発な設備投資にも支えられ、連結売上高につきましは、38億6千7百万 

   円増の276億1千9百万円(対前年中間期16.3％増)となりました。 

 また、損益面につきましては、連結経常利益は、9億7千2百万円増の18億3千4百万円(対前年中間期112.7％増)、

連結中間純利益は、8億3千5百万円増の15億8千7百万円(対前年中間期111.2％増)といずれも大幅な増益となり、中

間期での最高益を計上いたしました。 

 なお、上記の記載金額及びこれ以降に記載している受注工事高、売上高、手持工事高などの記載金額には消費税

等は含まれておりません。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計年度の営業活動による資金収支は２２億８千２百万円の収入（前年同期比27.6％減少）となりま

した。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益１７億６千万円、仕入債務の増加額１４億５千９百万円であり、支

出の主な内訳は、売上債権の増加額１１億３百万円、未成工事受入金の減少額３億５千３百万円です。 

（投資活動によるキャッシュフロー） 

 投資活動による資金収支は９千万円の収入（前年同期は８千１百万円の支出）となりました。 

 これは、主に、投資有価証券の売却による収入２億円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュフロー） 

 財務活動による資金収支は、１３億２千８百万円の支出（前年同期比48.9％減少）となりました。 

 これは、主に短期借入金の減少額１０億円によるものです。 

 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は１０億４千万円増加し、４８億９千４

百万円（前連結会計年度末比27.0％増加）となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）受注実績 

(2）売上実績 

 （注）１ 当連結企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産状況」は記載していません。 

２ 当連結企業集団ではプラント事業以外は受注生産を行っていません。 

３ 売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は、次のとおりです。 

区分 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（千円） 金額（千円） 

プラント事業 28,861,366 25,387,891 

区分 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（千円） 金額（千円） 

プラント事業 23,737,905 27,606,122 

その他の事業 13,844 13,103 

合計 23,751,749 27,619,226 

前中間連結会計期間  新日本製鐵㈱ 

三菱化学エンジニアリング㈱ 

3,001,820千円

 2,831,392千円

12.6％

  11.9％

  

当中間連結会計期間  

  

三菱化学エンジニアリング㈱ 

新日本製鐵㈱  

  

5,831,023千円

  2,929,735千円

  

21.1％

10.6％



 なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりです。 

プラント事業における受注工事高及び施工高の状況 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

 （注）１ 前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその増減額

を含んでいます。したがって期中完成工事高にもかかる増減額が含まれています。 

２ 期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものです。 

３ 期中施工高は（期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高）に一致します。 

期別 工事別 
期首繰越 
工事高 

（千円） 

期中受注 
工事高 
（千円） 

計（千円） 
期中完成 
工事高 

（千円） 

期末繰越工事高 
期中施工高 
（千円） 手持工事高 

（千円） 
うち施工高（千円） 

              ％     

前中間会計期間 

（自 平成18年 

４月１日 

至 平成18年 

９月30日）

製鉄プラント 1,598,285 5,678,286 7,276,571 4,777,298 2,499,273 50.8 1,269,816 5,427,473 

化学プラント 4,661,554 13,107,637 17,769,191 10,401,936 7,367,255 16.1 1,185,823 9,858,212 

石油・天然ガ

スプラント 
621,043 695,296 1,316,339 453,787 862,552 55.4 447,905 872,494 

電力設備 1,534,677 719,392 2,254,069 823,030 1,431,039 10.8 154,860 940,055 

エレクトロニ

クス関連設備 
1,614,184 5,484,376 7,098,560 3,573,961 3,524,599 33.9 1,194,580 3,849,520 

社会インフラ

設備 
350,512 383,954 734,466 560,389 174,077 49.4 86,056 417,692 

その他 1,023,257 1,505,642 2,528,899 1,860,720 668,179 39.5 263,778 1,534,616 

計 11,403,512 27,574,583 38,978,095 22,451,121 16,526,974 27.9 4,602,818 22,900,062 

当中間会計期間 

（自 平成19年 

４月１日 

至 平成19年 

９月30日）

製鉄プラント 1,072,699 5,335,059 6,407,758 4,456,571 1,951,187 45.9 896,179 4,892,994 

化学プラント 8,006,723 10,039,112 18,045,835 12,460,136 5,585,699 28.9 1,616,181 12,199,936 

石油・天然ガ

スプラント 
1,395,608 1,254,088 2,649,696 1,873,896 775,800 61.0 473,091 1,954,860 

電力設備 1,194,026 692,998 1,887,024 991,806 895,218 10.5 93,909 1,016,217 

エレクトロニ

クス関連設備 
3,270,012 2,831,406 6,101,418 4,413,228 1,688,190 59.9 1,011,359 3,764,424 

社会インフラ

設備 
125,467 2,274,448 2,399,915 537,217 1,862,698 8.4 156,103 622,052 

その他 519,850 1,420,773 1,940,623 1,333,310 607,313 35.0 212,606 1,385,398 

計 15,584,385 23,847,884 39,432,269 26,066,164 13,366,105 33.4 4,459,428 25,835,881 

前事業年度 

（自 平成18年 

４月１日 

至 平成19年 

３月31日）

製鉄プラント 1,598,285 10,012,705 11,610,990 10,538,291 1,072,699 42.9 459,756 10,378,406 

化学プラント 4,661,554 21,199,834 25,861,388 17,854,665 8,006,723 23.4 1,876,381 18,001,499 

石油・天然ガ

スプラント 
621,043 2,237,909 2,858,952 1,463,344 1,395,608 28.1 392,127 1,826,273 

電力設備 1,534,677 1,368,098 2,902,775 1,708,749 1,194,026 5.8 69,498 1,740,412 

エレクトロニ

クス関連設備 
1,614,184 9,750,504 11,364,688 8,094,676 3,270,012 50.8 1,660,163 8,835,818 

社会インフラ

設備 
350,512 766,531 1,117,043 991,576 125,467 56.8 71,268 834,091 

その他 1,023,257 2,831,211 3,854,468 3,334,618 519,850 30.9 160,518 2,905,254 

計 11,403,512 48,166,792 59,570,304 43,985,919 15,584,385 30.1 4,689,711 44,521,753 



② 完成工事高 

 （注） １ 完成工事高のうち主なものは、次のとおりです。 

前中間会計期間 請負金額３億円以上の主なもの 

当中間会計期間 請負金額４億円以上の主なもの 

２ 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりです。 

期別 区分 
国内 海外 

計(B)（千円） 
官公庁（千円） 民間（千円） (A)（千円） (A)/(B)（％） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

製鉄プラント ― 4,777,298 ― ― 4,777,298 

化学プラント ― 10,211,125 190,811 1.8 10,401,936 

石油・天然ガスプラント ― 453,787 ― ― 453,787 

電力設備 ― 823,030 ― ― 823,030 

エレクトロニクス関連設

備 
― 3,573,605 356 0.0 3,573,961 

社会インフラ設備 150 560,239 ― ― 560,389 

その他 ― 1,857,858 2,862 0.2 1,860,720 

計 150 22,256,942 194,029 0.9 22,451,121 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

製鉄プラント ― 4,456,571 ― ― 4,456,571 

化学プラント ― 12,159,511 300,625 2.4 12,460,136 

石油・天然ガスプラント ― 1,861,416 12,480 0.7 1,873,896 

電力設備 ― 991,806 ― ― 991,806 

エレクトロニクス関連設

備 
― 4,413,228 ― ― 4,413,228 

社会インフラ設備 ― 537,217 ― ― 537,217 

その他 ― 1,300,380 32,930 2.5 1,333,310 

計 ― 25,720,129 346,035 1.3 26,066,164 

○旭化成㈱ 水島製造所ＳＥＣ定修工事 

○旭化成㈱ 水島製造所ＢＺ定修工事 

○住友化学㈱ 袖ヶ浦工場ポリオレフィンプラント定修工事 

○三菱化学エンジニアリング㈱ 三菱化学ポリエステルフィルム㈱滋賀事業所山東製造所６Ｄ据付配管

工事 

○旭硝子㈱ 千葉工場ファイン課プラント定修工事 

○三菱化学エンジニアリング㈱ 三菱化学㈱水島事業所定修工事 

○三菱化学エンジニアリング㈱ 三菱化学㈱水島事業所ＯＡ合理化機械工事 

○新日鉄エンジニアリング㈱ 東京電力㈱富津火力発電所ローリー出荷設備配管・架構・機器据付工

事 

○宇部興産㈱ 宇部ケミカル工場９期ポリイミドフィルム製造設備据付配管他工事 

○旭硝子㈱ 千葉工場ファイン課プラント定修工事 

前中間会計期間  新日本製鐵㈱ 

三菱化学エンジニアリング㈱ 

3,001,820千円

 2,831,392千円

13.4％

  12.6％

  

当中間会計期間  

  

三菱化学エンジニアリング㈱ 

新日本製鐵㈱ 

  

5,831,023千円

2,929,735千円

  

22.4％

11.2％



③ 手持工事高（平成19年９月30日現在） 

 （注） 手持工事のうち請負金額６億円以上の主なものは、次のとおりです。 

区分 

国内 海外 
計(B) 

（千円） 官公庁 
（千円） 

民間（千円） (A)（千円） 
(A)/(B) 
（％） 

製鉄プラント ― 1,951,187 ― ― 1,951,187 

化学プラント ― 5,383,568 202,131 3.6 5,585,699 

石油・天然ガスプラント ― 772,400 3,400 0.4 775,800 

電力設備 ― 895,218 ― ― 895,218 

エレクトロニクス関連設備 ― 1,688,190 ― ― 1,688,190 

社会インフラ設備 ― 1,862,698 ― ― 1,862,698 

その他 ― 556,596 50,717 8.4 607,313 

計 ― 13,109,857 256,248 1.9 13,366,105 

○三菱化学エンジニアリ

ング㈱ 

三菱化学㈱黒崎事業所ＫＰ２機械工事  (平成20年６月完成予定) 

○東洋エンジニアリング

㈱ 

北九州市ＰＣＢ廃棄物処理施設（第２期）設置工事  (平成21年３月完成予定) 

○ＮＳソーラーマテリア

ル㈱ 

脱燐炉・凝固炉製作工事  (平成19年11月完成予定) 

○三菱重工業㈱ 北海道電力㈱泊発電所３号機建設工事ライニング設備  (平成20年６月完成予定) 

○富士通㈱ 三重工場Ｂ２番館スラリー供給設備工事  (平成19年12月完成予定) 



３【対処すべき課題】 

 今後につきましては、米国・中国経済の成長減速、原燃料価格の高止まりリスクなど、経済環境は楽観を許さない

状況が続くと見込まれるものの、引き続き好調な企業業績を背景とする設備投資の増加や雇用・所得環境の改善によ

り個人消費の拡大に期待が持てるなど、景気は堅調に推移するものと予想されます。 

    当社グループのお客様につきましても、このような背景を受け、当面は好業績が続くものと思われ、新規の設備投

    資や老朽化した設備の更新・能力増強等の投資が期待できます。併せて、設備の信頼性向上や性能維持のためのメン

    テナンスも見込めることから、当社グループを取り巻く受注環境も当面は好環境が継続すると思われます。 

      このような情勢下で、当面、仕事量の確保は見込める状況にあることから、各生産拠点の要員の稼働状況や生産能

    力等の施工体制を十分に見極め、操業度や施工面などの適性を重視した受注活動を行うとともに、施工時のコストダ

    ウンや工事管理をさらに徹底することで、目標利益確保に向け邁進してまいります。 

      当社グループといたしましては、現在推進中の『新中期経営計画』の目指すべき姿であるお客様と当社グループの

    双方にメリットのある提案を策定できる『屈強なパートナー企業』としてのポジションを確立すべく、各重点施策の

    完遂に向け鋭意努力してまいる所存であります。さらに既存事業については、より付加価値の高い技術・技能力の提

    供を目指すとともに、操業管理・工事管理を徹底することで、安定した収益確保を継続してまいります。新規事業に

    ついては、経営資源の投入を継続し、早期に事業分野の拡大を図ってまいります。また、経営の重要な柱と位置付け

    ておりますコンプライアンスの推進や内部統制システムの整備などにも積極的に取り組んでまいります。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

（プラント事業） 

 当社グループは、新規事業／ビジネスモデルの育成として、超音波関連事業（超音波ポリッシュカット装置）の開

発を行っており、株式会社 アルテクス殿を事業パートナーとして超音波関連事業に参入し「超音波ポリッシュカッ

ト装置」を製品化し、本年6月より販売を開始いたしました。現在、お客様にデモを行い拡販に努めている段階で

す。すでに製品の基本性能につきましては、高評価をいただいておりますので、今後、お客様の要求を満たすライン

ナップの拡充を図り、販売に結びつけてまいります。当中間連結会計期間における研究開発費は37,402千円となって

おります。 

（その他の事業） 

 研究開発活動は特段行われておりません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の設備を取得いたしました。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

（１）前連結会計年度末に平成19年9月の完成を計画していた㈱高田工業所の長浜事業所事務所建替えは平成19年12

月に完成予定です。 

（２）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

会社名 事業所名（所在地） 
事業の種類別セグメン
トの名称 

設備の内容 
投資額 
（千円） 

完了年月 

提出会社  
 本社 

（福岡県北九州市） 
 プラント事業 

生産用設備 
自動TIG溶接機 

 29,800 平成19年7月  

 提出会社 
 ジャカルタ事務所 

 （インドネシア） 
プラント事業 

生産用設備 

35トンラフター

クレーン 

  19,500  平成19年4月 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  （注）１ Ａ種株式は、第三者割当（債務の株式化）によって発行されたものであります。 

２ Ａ種株主は、当社の定款第15条の４に定めるとおり、Ａ種株式の取得を請求することができ、当社は、 

  Ａ種株式を取得するのと引き換えに、Ａ種株主へＢ種株式及びＣ種株式を交付します。 

３ Ａ種株式、Ｂ種株式、Ｃ種株式の内容は次のとおりであります。 

（Ⅰ）Ａ種株式 

（ⅰ）発行価額 

１株につき800円 

（ⅱ）優先配当金 

 ① 当社は、定款第56条に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の 終の株主名簿に記載

 または記録されたＡ種株式を有する株主（以下「Ａ種株主」という。）またはＡ種株式の登録株式質権

 者（以下「Ａ種登録株式質権者」という。）に対し、当該事業年度の末日の 終の株主名簿に記載また

 は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者 

 （以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種株式１株につき、下記計算式により算出され

 る額の剰余金の配当（以下「Ａ種優先配当金」という。）を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただ

 し、下記計算式により算出された金額が80円を超えるときは、Ａ種優先配当金の金額はＡ種株式１株に

 つき年80円とする。 

・Ａ種優先配当金の金額は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 41,383,800 

Ａ種株式（優先株式） 6,250,000 

Ｂ種株式（優先株式） 5,000,000 

Ｃ種株式（優先株式） 1,250,000 

計 53,883,800 

種類 
中間会計期間末現在発行数 

（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 7,220,950 7,220,950 

大阪証券取引所 

（市場第二部） 

福岡証券取引所 

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式 

Ａ種株式 

（優先株式） 
6,250,000 6,250,000 ― (注)１、２、３ 

計 13,470,950 13,470,950 ― ― 

  Ａ種優先配当金の金額 ＝ Ａ種株式の１株の発行価額（800円） × 

各事業年度毎に算出する本

項②に定める年率 

（以下「Ａ種配当年率」と

いう。） 



②Ａ Ａ種配当年率は、平成15年９月20日以降、次回配当年率修正日の前日までの各事業年度について、下

記計算式により計算される年率とする。 

Ｂ Ａ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

Ｃ 年率修正日は、平成15年９月20日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日

を年率修正日とする。 

Ｄ 日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）は、平成15年９月20日または各年率修正日において、午前11時の日本

円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行

協会連合会によって公表される数値を指すものとする。 

Ｅ 日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業

日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円６ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レー

ト（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表され

る数値またはこれに準ずるものと認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）に代えて用いるもの

とする。 

③ 当社は、定款第57条に定める金銭の分配を行うときは、Ａ種株主またはＡ種登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種株式１株につきＡ種優先配当金の２分の１の額の金銭

（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。 

④ Ａ種優先中間配当金が支払われた場合においては、Ａ種優先配当金の支払いは、Ａ種優先中間配当金を

控除した額による。 

⑤ Ａ種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①のＡ種優先配当金の金額に達しない場合であっ

ても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。 

⑥ Ａ種株式に対しては、本項①に規定するＡ種優先配当金の額を超えては配当しない。 

（ⅲ）残余財産分配 

① 当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種株主またはＡ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通

登録株式質権者に先立ち、Ａ種株式１株につき800円を支払う。 

② Ａ種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。 

（ⅳ）議決権 

 Ａ種株主は、株主総会において議決権を有しない。 

（ⅴ）Ａ種株式の取得請求とＢ種株式およびＣ種株式の交付 

 Ａ種株主は、平成18年９月20日以降いつでも、当社に対し、Ａ種株式の取得を請求することができる。

この場合、当社は、Ａ種株式５株を取得するのと引き換えに、当該Ａ種株主に対し、Ｂ種株式４株および

Ｃ種株式１株を交付する。なお、取得請求は、請求は５の整数倍のＡ種株式をもって行わなければならな

い。 

（ⅵ）取得 

 当社は、いつでも法令に従って、Ａ種株主との合意により、分配可能額をもってＡ種株式を取得し、取

締役会決議によって、これを消却することができる。 

（ⅶ）株式の併合または分割、新株予約権等 

① 当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種株式について株式の併合または分割は行わない。 

② 当社は、Ａ種株主には新株予約権または新株予約権付社債を与えない。 

  Ａ種配当年率 ＝ 日本円TIBOR（６ヶ月物） ＋ 1.00％ 



（Ⅱ）Ｂ種株式 

（ⅰ）優先配当金 

① 当社は、定款第56条に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の 終の株主名簿に記載ま

たは記録されたＢ種株式を有する株主（以下「Ｂ種株主」という。）またはＢ種株式の登録株式質権者

（以下「Ｂ種登録株式質権者」という。）に対し、当該事業年度の末日の 終の株主名簿に記載または記

録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種株式１株につき、下記計算式により算出され

る額の剰余金の配当（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただ

し、下記計算式により算出された金額が80円を超えるときは、Ｂ種優先配当金の金額はＢ種株式１株につ

き年80円とする。 

・Ｂ種優先配当金の金額は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

②Ａ Ｂ種配当年率は、平成15年９月20日以降、次回配当年率修正日の前日までの各事業年度について、下

記計算式により計算される年率とする。 

Ｂ Ｂ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

Ｃ 年率修正日は、平成15年９月20日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日

を年率修正日とする。 

Ｄ 日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）は、平成15年９月20日または各年率修正日において、午前11時の日本

円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行

協会連合会によって公表される数値を指すものとする。 

Ｅ 日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業

日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円６ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レー

ト（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表され

る数値またはこれに準ずるものと認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）に代えて用いるもの

とする。 

③ 当社は、定款第57条に定める金銭の分配を行うときは、Ｂ種株主またはＢ種登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種株式１株につきＢ種優先配当金の２分の１の額の金銭

（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を支払う。 

④ Ｂ種優先中間配当金が支払われた場合においては、Ｂ種優先配当金の支払いは、Ｂ種優先中間配当金を

控除した額による。 

⑤ Ｂ種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①のＢ種優先配当金の金額に達しない場合であっ

ても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。 

⑥ Ｂ種株式に対しては、本項①に規定するＢ種優先配当金の金額を超えては配当しない。 

（ⅱ）残余財産分配 

① 当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種株主またはＢ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通

登録株式質権者に先立ち、Ｂ種株式１株につき800円を支払う。 

② Ｂ種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。 

（ⅲ）議決権 

 Ｂ種株主は、株主総会において議決権を有しない。 

（ⅳ）取得請求と普通株式の交付 

① Ｂ種株主は、平成25年９月20日以降いつでも、当社に対し、Ｂ種株式の取得を請求することができる。

この場合、当社は、当該Ｂ種株主に対し、Ｂ種株式１株と引き換えに、800円を本項②に定める額（以下

「Ｂ種基準価額」という。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、前記普通株式の数の算

出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第167条第3項の定めに従う。 

② Ｂ種基準価額は、平成25年９月20日から平成26年３月31日までの間に取得請求が行われた場合、146.7

円（以下「Ｂ種当初基準価額」という。）をＢ種基準価額とする。平成26年４月１日以降に取得請求が行

われた場合については、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社大阪証券取引所

の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を、同年４月１日

より翌年３月31日まで１年間に取得請求する場合のＢ種基準価額とする。ただし、前記の平均値が、Ｂ種

当初基準価額を超えたときはＢ種当初基準価額を、Ｂ種当初基準価額の２分の１を下回ったときはＢ種当

初基準価額の２分の１を、Ｂ種基準価額とする。 

  Ｂ種優先配当金の金額 ＝ 800円 × 
各事業年度毎に算出する本項②に定める年率 

（以下「Ｂ種配当年率」という。） 

  Ｂ種配当年率 ＝ 日本円TIBOR（６ヶ月物） ＋ 1.00％ 



③Ａ Ａ種株式発行後に、次のａないしｃのいずれかに該当する事情が生じた場合には、Ｂ種基準価額の算

定にあたり、Ｂ種基準価額を次に定める算式（以下「Ｂ種基準価額調整式」という。）により調整す

る。 

ａ Ｂ種基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式

を処分する場合を含む） 

ｂ 株式の分割により普通株式を発行する場合 

ｃ Ｂ種基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式への新株予約権を発行する場合または

Ｂ種基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式を引き換えとして交付する内容の取得請

求権付株式を発行する場合（Ａ種株式の取得請求によりＢ種株式、Ｃ種株式を発行する場合を除く）

Ｂ 上記Ａａからｃに掲げる場合の他、合併、資本の減少または普通株式の併合などによりＢ種基準価額

の調整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当

と判断する価額に変更する。 

Ｃ Ｂ種基準価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後Ｂ種基準価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の、株式会社大阪証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

Ｄ Ｂ種基準価額調整式に使用する調整前Ｂ種基準価額は、調整後Ｂ種基準価額を適用する前日において

有効なＢ種基準価額とし、また、Ｂ種基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日があ

る場合はその日、また株主割当日がない場合は調整後Ｂ種基準価額を適用する日の１ヶ月前の日におけ

る当社の発行済普通株式数とする。 

（ⅴ）取得請求 

 Ｂ種株主は、平成20年９月20日以降、毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「取得請求可能期

間」という。）において、当社に対し、Ｂ種株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、毎

事業年度に、前事業年度における分配可能額の２分の１に相当する金額を上限として、取得請求期間満了

の日から１ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、当該Ｂ種株主またはＢ種登録株式質権者に対し、

１株につき800円を交付する。 

（ⅵ）取得 

 当社は、いつでも法令に従って、Ｂ種株主との合意により、分配可能額をもって、Ｂ種株式を取得し、

取締役会決議によって、これを消却することができる。 

（ⅶ）株式の併合または分割、新株予約権等 

① 当社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種株式について株式の併合または分割は行わない。 

② 当社は、Ｂ種株主には新株予約権または新株予約権付社債を与えない。 

（Ⅲ）Ｃ種株式 

（ⅰ）優先配当金 

① 当社は、定款第56条に定める剰余金の配当を行うときは、毎事業年度の末日の 終の株主名簿に記載ま

たは記録されたＣ種株式を有する株主（以下「Ｃ種株主」という。）またはＣ種株式の登録株式質権者

（以下「Ｃ種登録株式質権者」という。）に対し、当該事業年度の末日の 終の株主名簿に記載または記

録された普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種株式１株につき、下記計算式により算出され

る額の剰余金の配当（以下「Ｃ種優先配当金」という。）を、分配可能額がある限り必ず支払う。ただ

し、下記計算式により算出された金額が80円を超えるときは、Ｃ種優先配当金の金額はＣ種株式１株につ

き年80円とする。 

・Ｃ種優先配当金の金額は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

        既発行 

普通株式数 
＋ 

新規発行 

普通株式数 
× １株当たり払込金額

調整後 

Ｂ種基準価額 
＝ 

調整前 

Ｂ種基準価額 
× 

１株当たり時価 

既発行普通株式数 ＋ 新規発行普通株式数 

  Ｃ種優先配当金の金額 ＝ 800円 × 
各事業年度毎に算出する本項②に定める年率 

（以下「Ｃ種配当年率」という。） 



②Ａ Ｃ種配当年率は、平成15年９月20日以降、次回配当年率修正日の前日までの各事業年度について、下

記計算式により計算される年率とする。 

Ｂ Ｃ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

Ｃ 年率修正日は、平成15年９月20日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日

を年率修正日とする。 

Ｄ 日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）は、平成15年９月20日または各年率修正日において、午前11時の日本

円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行

協会連合会によって公表される数値を指すものとする。 

Ｅ 日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業

日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円６ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レー

ト（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表され

る数値またはこれに準ずるものと認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）に代えて用いるもの

とする。 

③ 当社は、定款第57条に定める金銭の分配を行うときは、Ｃ種株主またはＣ種登録株式質権者に対し、普

通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種株式１株につきＣ種優先配当金の２分の１の額の金銭

（以下「Ｃ種優先中間配当金」という。）を支払う。 

④ Ｃ種優先中間配当金が支払われた場合においては、Ｃ種優先配当金の支払いは、Ｃ種優先中間配当金を

控除した額による。 

⑤ Ｃ種株式に対する配当が、当該事業年度において本項①のＣ種優先配当金の金額に達しない場合であっ

ても、その差額は翌事業年度以降に累積しない。 

⑥ Ｃ種株式に対しては、本項①に規定するＣ種優先配当金の金額を超えては配当しない。 

（ⅱ）残余財産分配 

① 当社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種株主またはＣ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通

登録株式質権者に先立ち、Ｃ種株式１株につき800円を支払う。 

② Ｃ種株式に対しては、本項①のほか、残余財産の分配を行わない。 

（ⅲ）議決権 

 Ｃ種株主は、株主総会において議決権を有しない。 

（ⅳ）取得請求と普通株式の交付 

① Ｃ種株主は、平成18年９月20日以降いつでも、当社に対し、Ｃ種株式の取得を請求することができる。

この場合、当社は、当該Ｃ種株主に対し、Ｃ種株式１株につき、800円を本項②に定める額（以下「Ｃ種

基準価額」という。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、前記普通株式の数の算出にあ

たって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第167条第3項の定めに従う。 

② Ｃ種基準価額は、平成18年９月20日から平成19年３月31日までの間に取得請求が行われた場合、146.7

円（以下「Ｃ種当初基準価額」という。）をＣ種基準価額とする。平成19年４月１日以降に取得請求が行

われた場合については、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の、株式会社大阪証券取引所

の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を、同年４月１日

より翌年３月31日まで１年間に取得請求する場合のＣ種基準価額とする。ただし、前記の平均値が、Ｃ種

当初基準価額を超えたときはＣ種当初基準価額を、Ｃ種当初基準価額の２分の１を下回ったときはＣ種当

初基準価額の２分の１を、Ｃ種基準価額とする。 

  Ｃ種配当年率 ＝ 日本円TIBOR（６ヶ月物） ＋ 1.00％ 



③Ａ Ａ種株式発行後に、次のａないしｃのいずれかに該当する事情が生じた場合には、Ｃ種基準価額の算

定にあたり、Ｃ種基準価額を次に定める算式（以下「Ｃ種基準価額調整式」という。）により調整す

る。 

ａ Ｃ種基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式

を処分する場合を含む） 

ｂ 株式の分割により普通株式を発行する場合 

ｃ Ｃ種基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式への新株予約権を発行する場合または

Ｃ種基準価額調整式を使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付する内容の取得請求

権付株式を発行する場合（Ａ種株式の取得請求によりＢ種株式、Ｃ種株式を発行する場合を除く） 

Ｂ 上記Ａａからｃに掲げる場合の他、合併、資本の減少または普通株式の併合などによりＣ種基準価額

の調整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当

と判断する価額に変更する。 

Ｃ Ｃ種基準価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後Ｃ種基準価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の、株式会社大阪証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

Ｄ Ｃ種基準価額調整式に使用する調整前Ｃ種基準価額は、調整後Ｃ種基準価額を適用する前日において

有効なＣ種基準価額とし、また、Ｃ種基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日があ

る場合はその日、また株主割当日がない場合は調整後Ｃ種基準価額を適用する日の１ヶ月前の日におけ

る当社の発行済普通株式数とする。 

（ⅴ）取得 

 当社は、いつでも法令に従って、Ｃ種株主との合意により、分配可能額をもって、Ｃ種株式を取得し、

取締役会決議によって、これを消却することができる。 

（ⅵ）株式の併合または分割、新株予約権等 

① 当社は、法令に定める場合を除き、Ｃ種株式について株式の併合または分割は行わない。 

② 当社は、Ｃ種株主には新株予約権または新株予約権付社債を与えない。 

        既発行 

普通株式数 
＋ 

新規発行 

普通株式数 
× １株当たり払込金額

調整後 

Ｃ種基準価額 
＝ 

調整前 

Ｃ種基準価額 
× 

１株当たり時価 

既発行普通株式数 ＋ 新規発行普通株式数 



(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年4月1日～

平成19年9月30日 
－ 13,470,950 － 3,642,350 － － 



(5）【大株主の状況】 

① 普通株式 

 （注）  当社は自己株式878千株を所有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記の大株主から 

      除いております。 

② Ａ種株式（優先株式） 

 （注） 株式会社福岡銀行が所有するＡ種株式（優先株式）6,250千株につきましては、議決権を有しておりません。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

西日本興産株式会社 北九州市八幡西区築地町１番１号 785 10.88 

新日本製鐵株式會社 東京都千代田区大手町二丁目６番３号 404 5.61 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 312 4.33 

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 312 4.33 

株式会社みずほコーポレート

銀行 
東京都中央区晴海一丁目8番12号 312 4.33 

高田工業所社員持株会 北九州市八幡西区築地町１番１号 310 4.30 

株式会社南日本銀行 鹿児島市山下町1番1号 205 2.84 

大迫 基弘 福岡県古賀市 150 2.08 

大迫 正善  福岡県古賀市 150 2.08 

バンクオブニューヨークジー

シーエムクライアントアカウ

ンツイーアイエスジー 

（常任代理人：株式会社三菱

東京UFJ銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 

 （東京都千代田区丸の内二丁目7番1号） 

135 1.87 

計 ― 3,079 42.64 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済優先株式総
数に対する所有株
式数の割合（％） 

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 6,250 100.00 

計 ― 6,250 100.00 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,500株（議決権５個）

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものです。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 （１）役職の異動 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 
Ａ種株式 6,250,000 

（優先株式） 
― 

Ａ種株式（優先株式）

の内容は、「１．株式

等の状況」の「(1）株

式の総数等」の「② 

発行済株式」の注記に

記載 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

 普通株式  878,500 
― 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

完全議決権株式（その他）  普通株式6,266,500  12,533 同上 

単元未満株式  普通株式  75,950 ― 同上 

発行済株式総数         13,470,950  ― ― 

総株主の議決権 ―  12,533 ― 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

株式会社高田工業

所 

北九州市八幡西区

築地町１番１号 
878,500 ― 878,500 6.52 

計 ― 878,500  ― 878,500 6.52 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 949 878 837 850 960 928 

低（円） 750 740 750 741 761 800 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 ― 取締役  
 経営企画部長、

 財務部長  
川藤 重次 平成19年10月１日



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令

第14号）に準じて記載しています。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しています。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14

号）に準じて記載しています。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しています。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついて、並びに、金融商品取引法第193の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の

中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けています。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 3,707,608 4,894,619 3,853,997 

２ 受取手形 ※１  2,606,353 2,452,552 1,640,509 

３ 完成工事未収入金等 8,929,082 10,207,132 9,917,128 

４ 未成工事支出金 4,477,682 4,181,800 4,632,511 

５ その他たな卸資産 22,081 23,115 22,673 

６ 繰延税金資産 348,692 376,079 379,427 

７ その他流動資産  215,410 213,122 159,550 

貸倒引当金 △2,658 △2,296 △2,094 

流動資産合計 20,304,252 69.6 22,346,125 72.2 20,603,706 69.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1）建物・構築物 ※２ 2,988,254 2,850,617 2,913,012 

(2）機械装置・運搬具・
工具器具備品 

※３ 488,252 511,560 467,940 

(3）土地 ※４ 4,035,591 4,040,171 4,035,591 

(4）建設仮勘定 ― 775 5,466 

有形固定資産合計 7,512,098 7,403,125 7,422,011 

２ 無形固定資産 147,569 110,633 124,881 

３ 投資その他の資産   

(1）投資有価証券   733,889 710,816 953,494 

(2）繰延税金資産   11,006 11,842 10,904 

(3）その他投資その他の
資産 

585,990 503,641 515,833 

貸倒引当金 △117,570 △117,570 △117,570 

投資その他の資産合計 1,213,317 1,108,729 1,362,662 

固定資産合計 8,872,986 30.4 8,622,489 27.8 8,909,556 30.2

資産合計 29,177,238 100.0 30,968,615 100.0 29,513,262 100.0 

    
 



  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形・工事未払金
等 

※５  10,804,374 12,016,077 10,557,326 

２ 短期借入金 ※６ 7,476,000 6,456,000 7,456,000 

３ 未払法人税等 69,968 198,742 109,263 

４ 未成工事受入金 949,914 572,346 925,560 

５ 完成工事補償引当金  26,600 26,600 27,900 

６ 工事損失引当金 334 ― ― 

７ その他流動負債 ※７  710,649 885,239 700,394 

流動負債合計 20,037,841 68.7 20,155,006 65.1 19,776,444 67.0

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※８ 1,633,000 1,277,000 1,455,000 

２ 繰延税金負債 136,118 210,925 224,159 

３ 再評価に係る繰延税金
負債 

820,052 820,052 820,052 

４ 退職給付引当金 1,890,980 1,539,144 1,688,561 

５ 役員退職慰労引当金 ― 90,471 77,621 

６ その他固定負債 13,584 14,884 13,584 

固定負債合計 4,493,735 15.4 3,952,477 12.7 4,278,979 14.5

負債合計 24,531,577 84.1 24,107,483 77.8 24,055,424 81.5

    

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金 3,642,350 12.5 3,642,350 11.8 3,642,350 12.3

 ２ 資本剰余金 828 0.0 828 0.0 828 0.0

 ３ 利益剰余金 1,943,577 6.7 4,030,197 13.0 2,591,829 8.8

 ４ 自己株式 △12,666 △0.1 △15,986 △0.0 △14,148 △0.0

株主資本合計 5,574,089 19.1 7,657,389 24.8 6,220,860 21.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価差
額金 

108,732 0.4 211,007 0.7 239,424 0.8

 ２ 土地再評価差額金 △680,500 △2.3 △680,500 △2.2 △680,500 △2.3

 ３ 為替換算調整勘定 △362,450 △1.3 △332,476 △1.1 △328,601 △1.1

評価・換算差額等合計 △934,217 △3.2 △801,968 △2.6 △769,677 △2.6

Ⅲ 少数株主持分 5,789 0.0 5,710 0.0 6,655 0.0

純資産合計 4,645,661 15.9 6,861,131 22.2 5,457,838 18.5

負債純資産合計 29,177,238 100.0 30,968,615 100.0 29,513,262 100.0 

    



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 完成工事高     23,751,749 100.0 27,619,226 100.0   46,461,572 100.0

Ⅱ 完成工事原価     21,663,451 91.2 24,597,837 89.1   42,553,943 91.6

完成工事総利益     2,088,298 8.8 3,021,388 10.9   3,907,628 8.4

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１   1,033,675 4.4 1,031,439 3.7   1,995,499 4.3

営業利益     1,054,623 4.4 1,989,949 7.2   1,912,129 4.1

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   2,113   4,217 5,823   

２ 受取配当金   8,535   16,390 10,951   

３ 受取賃貸料   ―   13,841 30,998   

４ 受取事務手数料   ―   5,004 10,249   

５ その他営業外収
益 

  29,184 39,833 0.2 6,925 46,379 0.1 10,977 69,000 0.1

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   177,331   149,557 302,971   

２ 手形売却損   9,366   10,792 18,819   

３ 為替差損   3,660   16,395 4,914   

４ その他営業外費
用 

  41,652 232,011 1.0 24,971 201,716 0.7 54,357 381,063 0.8

経常利益     862,444 3.6 1,834,612 6.6   1,600,065 3.4

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ 1,717   ― 2,088   

２ 投資有価証券売
却益 

  499   ― 499   

３ 貸倒引当金戻入
益 

  993   ― 1,411   

４ 完成工事補償引
当金戻入益 

  ―   1,300 ―   

５ 償却債権取立益   ― 3,210 0.0 ― 1,300 0.0 7,022 11,022 0.0

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産売却損 ※３ ―   ― 64   

２ 固定資産除却損 ※４ 24,011   41,707 34,952   

３ ゴルフ会員権評
価損 

  ―   1,487 15,176   

４ 役員退職慰労金   25,600   ― 25,600   

５ 過年度役員退職
慰労引当金繰入
額 

  ―   ― 47,879   

６ 減損損失 ※５ 228   3,013 376   

７ 損害賠償金   ― 49,839 0.2 29,000 75,208 0.2 ― 124,049 0.2

税金等調整前中
間（当期）純利
益 

    815,815 3.4 1,760,704 6.4   1,487,038 3.2

法人税、住民税
及び事業税 

  53,121   171,062 106,836   

法人税等調整額   10,665 63,787 0.2 2,146 173,209 0.7 △20,232 86,603 0.2

少数株主利益     390 0.0 281 0.0   544 0.0

中間（当期）純
利益 

    751,637 3.2 1,587,213 5.7   1,399,890 3.0

            



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 3,642,350 511 1,191,939 △11,576 4,823,224 

中間連結会計期間中の変動額          

中間純利益     751,637   751,637 

自己株式の取得       △1,096 △1,096 

自己株式の処分   316   6 323 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

― 316 751,637 △1,090 750,864 

平成18年９月30日 残高（千円） 3,642,350 828 1,943,577 △12,666 5,574,089 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 89,493 △680,500 △379,334 △970,341 6,088 3,858,972 

中間連結会計期間中の変動額            

中間純利益           751,637 

自己株式の取得           △1,096 

自己株式の処分           323 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

19,239 ― 16,884 36,123 △298 35,824 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

19,239 ― 16,884 36,123 △298 786,688 

平成18年９月30日 残高（千円） 108,732 △680,500 △362,450 △934,217 5,789 4,645,661 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 3,642,350 828 2,591,829 △14,148 6,220,860 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当     △148,846   △148,846 

中間純利益     1,587,213   1,587,213 

自己株式の取得       △1,837 △1,837 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

― ― 1,438,367 △1,837 1,436,529 

平成19年９月30日 残高（千円） 3,642,350 828 4,030,197 △15,986 7,657,389 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 239,424 △680,500 △328,601 △769,677 6,655 5,457,838 

中間連結会計期間中の変動額            

剰余金の配当           △148,846 

中間純利益           1,587,213 

自己株式の取得           △1,837 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△28,416 ― △3,874 △32,291 △944 △33,236 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△28,416 ― △3,874 △32,291 △944 1,403,292 

平成19年９月30日 残高（千円） 211,007 △680,500 △332,476 △801,968 5,710 6,861,131 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 3,642,350 511 1,191,939 △11,576 4,823,225 

連結会計年度中の変動額          

当期純利益     1,399,890   1,399,890 

自己株式の取得       △2,578 △2,578 

自己株式の処分   316   6 323 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

― 316 1,399,890 △2,571 1,397,634 

平成19年３月31日 残高（千円） 3,642,350 828 2,591,829 △14,148 6,220,860 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 89,493 △680,500 △379,334 △970,341 6,088 3,858,972 

連結会計年度中の変動額            

当期純利益           1,399,890 

自己株式の取得           △2,578 

自己株式の処分           323 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

149,930 ― 50,733 200,664 567 201,231 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

149,930 ― 50,733 200,664 567 1,598,866 

平成19年３月31日 残高（千円） 239,424 △680,500 △328,601 △769,677 6,655 5,457,838 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

１ 税金等調整前中間
（当期）純利益 

  815,815 1,760,704 1,487,038 

２ 減価償却費   175,428 212,151 358,275 

３ 減損損失   228 3,013 376 

４ 貸倒引当金の増加・
減少額（△） 

  △993 202 △1,557 

５ 退職給付引当金の減
少額 

  △51,975 △149,417 △254,395 

６ 役員退職慰労引当金
の増加額 

  ― 12,849 77,621 

７ 完成工事補償引当金
の増加・減少(△)額 

  26,600 △1,300 27,900 

８ 工事損失引当金の増
加額 

  334 ― ― 

９ 受取利息及び受取配
当金 

  △10,648 △20,608 △16,774 

10 支払利息   177,331 149,557 302,971 

11 為替差損・益（△）   △186 4,623 △646 

12 有形固定資産売却益   △1,717 ― △2,024 

13 有形固定資産除却損   24,011 41,707 34,952 

14 投資有価証券売却益   △499 ― △499 

15 ゴルフ会員権評価損   ― 1,487 15,176 

16 売上債権の減少・増
加（△）額 

  349,147 △1,103,543 339,090 

17 未成工事支出金の減
少・増加（△）額 

  △291,232 450,711 △446,061 

18 その他資産の減少・
増加（△）額 

  △12,295 △70,484 35,955 

19 仕入債務の増加額   1,317,526 1,459,538 1,065,070 

20 未成工事受入金の増
加・減少（△）額 

  723,436 △353,213 699,079 

21 その他負債の増加・
減少（△）額 

  81,141 99,212 92,335 

小計   3,321,452 2,497,192 3,813,883 

22 利息及び配当金の受
取額 

  10,650 20,608 16,777 

23 利息の支払額   △122,766 △149,660 △248,345 

24 法人税等の支払額   △59,379 △86,039 △74,438 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  3,149,957 2,282,099 3,507,876 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

１ 定期預金の預入によ
る支出 

  △1,000 ― △1,000 

２ 定期預金の払戻によ
る収入 

  ― ― 12,000 

３ 有形固定資産の取得
による支出 

  △105,650 △107,384 △187,334 

４ 有形固定資産の売却
による収入 

  1,986 ― 2,950 

５ 投資有価証券の取得
による支出 

  △47 △54 △69 

６ 投資有価証券の売却
による収入 

  500 200,000 500 

７ 貸付けによる支出   ― △75,000 △4,800 

８ 貸付金の回収による
収入 

  22,594 73,426 85,621 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △81,616 90,987 △92,131 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

１ 短期借入金純増加・
減少（△）額 

  2,441,451 △1,000,000 2,421,451 

２ 長期借入による収入   1,400,000 ― 1,400,000 

３ 長期借入金の返済に
よる支出 

  △6,442,500 △178,000 △6,620,500 

４ 自己株式の売却によ
る収入 

  323 ― 323 

５ 自己株式の取得によ
る支出 

  △1,096 △1,837 △2,578 

６ 配当金の支払額   △0 △147,986 △0 

７ 少数株主への配当金
の支払額 

  △1,070 △1,143 △1,120 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △2,602,892 △1,328,967 △2,802,424 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  4,976 △3,497 15,493 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

  470,424 1,040,622 628,813 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  3,225,184 3,853,997 3,225,184 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 3,695,608 4,894,619 3,853,997 

         



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項       

(1）連結子会社  子会社のうち連結の範囲に含め

たのは、シンガポール・タカダ・

インダストリーズ・プライベー

ト・リミテッド、高田プラント建

設㈱、及び高田サービス㈱の３社

です。 

同左 同左 

(2）非連結子会社  子会社のうち八幡設備工業(協)、

スリ・タカダ・インダストリーズ

（マレーシア）・エスディエヌ・ 

ビーエッチディの２社は、連結の 

範囲から除外しています。 

同左 同左 

(3）非連結子会社について

連結の範囲から除いた

理由 

 非連結子会社２社は、いずれも 

小規模会社であり、合計の総資 

産、売上高、中間純損益（持分に 

見合う額）及び利益剰余金（持分 

に見合う額）等は、いずれも中間 

連結財務諸表に重要な影響をおよ 

ぼしていません。 

同左  非連結子会社２社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響をおよぼし

ていません。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社２社に対する投資 

について持分法を適用していませ

ん。 

 持分法を適用しない非連結子社

は、八幡設備工業(協)、スリ・タ

カダ・インダストリーズ（マレー

シア）・エスディエヌ・ビーエッ

チディの２社です。 

同左 同左 

   持分法非適用の非連結子会社２社

は、それぞれ中間純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外していま

す。 

同左  持分法非適用の非連結子会社２

社は、それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用から除外

しています。 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結財務諸表提出会社と同一で

す。 

同左  連結子会社の決算日は、連結財

務諸表提出会社と同一です。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

      

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算末日前１ヶ月の

市場価格等の平均に基づく

時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しています）  

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日前１ヶ月の市場価

格等の平均に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定

しています） 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

商品 

先入先出法による原価法 

② たな卸資産 

商品 

同左 

② たな卸資産 

商品 

同左 

  未成工事支出金 

個別法による原価法 

未成工事支出金 

同左 

未成工事支出金 

同左 

  材料貯蔵品 

先入先出法による原価法 

材料貯蔵品 

同左 

材料貯蔵品 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

① 有形固定資産 

 原則として定率法 

 ただし、TAKADA研修センター

の設備および連結子会社の保有

資産の一部については定額法、

また、平成10年４月１日以降取

得した建物（附属設備を除く）

については定額法を採用してい

ます。 

 なお、主な耐用年数は、以下

の通りです。 

  建物       3～50年 

  機械装置   7～8年 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

  ―――――  （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しています。 

 これによる損益に与える影響

は軽微です。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より、取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しています。 

 これによる損益に与える影響

は軽微です。 

――――― 

  ② 無形固定資産 

 定額法 

 ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しています。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

  ③ その他投資その他の資産 

（長期前払費用） 

 均等償却 

③ その他投資その他の資産 

（長期前払費用） 

同左 

③ その他投資その他の資産 

（長期前払費用） 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 営業債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上していま

す。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 完成工事補償引当金 

 完成工事について無償で行う

補修費用に備えるため、当中間

連結会計期間末に至る１年間の

完成工事高に対する過去２年間

の実績を基礎に、将来の補償見

込を加味して計上しています。 

② 完成工事補償引当金 

同左 

② 完成工事補償引当金 

 完成工事について無償で行う

補修費用に備えるため、当連結

会計年度末に至る１年間の完成

工事高に対する過去２年間の実

績を基礎に、将来の補償見込を

加味して計上しています。 

   ③ 工事損失引当金 

 受注工事に係る将来の損失に

備えるため、当中間連結会計期

間末手持工事のうち損失の発生

が見込まれ、かつ、その金額を

合理的に見積もることができる

工事について、損失見込額を計

上しています。 

 ③ 工事損失引当金 

 同左 

 ③ 工事損失引当金 

 受注工事に係る将来の損失に

備えるため、当連結会計年度末

手持工事のうち損失の発生が見

込まれ、かつ、その金額を合理

的に見積もることができる工事

について、損失見込額を計上し

ています。 

  ―――――  ただし、損失が見込まれる工

事がないため、当中間連結会計

期間末の残高はありません。  

 ただし、損失が見込まれる工

事がないため、当連結会計年度

末の残高はありません。  

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上していま

す。 

 なお、会計基準変更時差異

（2,449,079千円）について

は、提出会社は15年による按分

額を費用処理しています。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理しています。  

④ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しています。 

 なお、会計基準変更時差異

（2,449,079千円）については、

提出会社は15年による按分額を

費用処理しています。 

  数理計算上の差異は、各連結 

 会計年度の発生時における従業 

 員の平均残存勤務期間以内の一 

 定の年数（10年）による定額法 

 により按分した額をそれぞれ発 

 生の翌連結会計年度から費用処 

 理しています。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ――――― ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員及び理事を含

む）の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当中間連

結会計期間末要支給額を計上し

ています。 

（追加情報） 

 従来、役員退職慰労金は、執

行役員及び理事も含めて支給時

の費用として処理していました

が、前連結会計年度より内規に

基づき算定された期末要支給額

を役員退職慰労引当金として計

上する方法に変更しました。 

 この変更は、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）の

適用により役員賞与を費用計上

することが必要になったこと、

及び「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会監査・保

証実務委員会報告第42号 平成

19年４月13日改正）が公表され

たことを契機として実施したも

のです。 

 前中間連結会計期間において

同じ基準によった場合、営業利

益及び経常利益は13,895千円、

税金等調整前中間純利益は

61,775千円それぞれ減少しま

す。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員及び理事を含

む）の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額を計上してい

ます。 

（会計方針の変更） 

 従来、役員退職慰労金は、執

行役員及び理事も含めて支給時

の費用として処理していました

が、当連結会計年度より内規に

基づき算定された当連結会計年

度末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上する方法に変更

しました。 

 この変更は、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）の

適用により役員賞与を費用計上

することが必要になったこと、

及び「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会監査・保

証実務委員会報告第42号 平成

19年４月13日改正）（以下本報

告）が公表されたことを契機と

して実施したものです。 

 この変更により、当連結会計

年度において発生した額29,742

千円を完成工事原価・販売費及

び一般管理費に、過年度相当額

47,879千円を特別損失に計上し

ています。 

 この結果、従来の方法によっ

た場合に比べ、営業利益及び経

常利益は29,742千円減少し、税

金等調整前当期純利益は77,621

千円減少しています。 

 なお、当該会計処理の変更が

当下半期に行われたのは、本報

告が当下半期以降の検討を経

て、公表されたことによりもの

です。 

 従って、当中間連結会計期間

は従来の方法によっており、変

更後の方法によった場合と比

べ、当中間連結会計期間の営業

利益及び経常利益は13,895千

円、税金等調整前中間純利益は

61,775千円それぞれ多く計上さ

れています。 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっていま

す。 

同左 同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨

建金銭債権債務について、振当

処理を行っています。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 外貨建取引の為替変動リスク

に対して、為替予約取引を行っ

ています。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 将来の為替変動によるリスク

回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針です。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動を直接結び付けて判断し

ています。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項 

① 完成工事高の計上基準 

 完成工事高の計上は、工事完

成基準によっていますが、一定

の基準に該当する長期大型工事

（工期１年以上かつ請負金額１

億円以上）については工事進行

基準によっています。なお連結

子会社のうちシンガポール・タ

カダ・インダストリーズ・プラ

イベート・リミテッドについて

は、工事進行基準によっていま

す。 

① 完成工事高の計上基準 

同左 

① 完成工事高の計上基準 

同左 

   なお、工事進行基準によった

完成工事高は1,700,431千円で

す。 

 なお、工事進行基準によった

完成工事高は3,190,788千円で

す。 

 なお、工事進行基準によった

完成工事高は3,745,010千円で

す。 

  ② 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税に相当

する額の会計処理は、税抜方式

によっています。 

② 消費税等の会計処理 

同左 

② 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結（連結）キャッ

シュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金および預入期間が

３ヶ月以内の定期預金です。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金および預入期間が３ヶ

月以内の定期預金です。 



会計処理の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月1日 
 至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月1日 
 至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月1日 
 至 平成19年3月31日） 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準) 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してい

ます。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、4,639,871千円です。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しています。 

―――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準) 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しています。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、5,451,182千円です。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しています。 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

──────  （連結損益計算書関係） 

 営業外収益「その他」に含めて表示していました「受取賃貸料」及

び「受取事務手数料」は当中間連結会計期間において明瞭表示のため

区分掲記することに変更しました。 

 なお、前中間連結会計期間において営業外収益「その他」に含まれ

る「受取賃貸料」は16,190千円、「受取事務手数料」は5,138千円で

す。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※２※３ 有形固定資産減価償却累計額 

         9,501,842千円 

 下記の資産は、長期借入金（含１年以内に

返済する長期借入金）及び短期借入金の担保

に供しています。 

※２※３ 有形固定資産減価償却累計額 

                  9,441,533千円 

 下記の資産は、長期借入金（含１年以内に

返済する長期借入金）及び短期借入金の担保

に供しています。 

※２※３ 有形固定資産減価償却累計額 

            9,494,186千円 

 下記の資産は、長期借入金（含１年以内に

返済する長期借入金）及び短期借入金の担保

に供しています。 

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産 

※２ 建物 652,517千円 

※２ 構築物 32,151  

※４ 土地 824,136  

計   1,508,806  

※２ 建物 612,850千円

※２ 構築物 29,407  

※４ 土地 764,726  

計   1,406,984  

※２ 建物 634,454千円

※２ 構築物 30,806  

※４ 土地 764,726  

計   1,429,987  

 担保提供資産に対応する債務  担保提供資産に対応する債務  担保提供資産に対応する債務 

※６※８ 

長期借入金、短期借入金 

※６※８ 

長期借入金、短期借入金 

※６※８ 

長期借入金（含１年以内に返済する長期借

入金）、短期借入金 

  7,700,000千円   6,420,000千円   7,560,000千円

（うち工場財団抵当との共同担保 （うち工場財団抵当との共同担保 （うち工場財団抵当との共同担保 

  7,700,000千円)   6,420,000千円)   7,560,000千円)

(2）工場財団抵当 (2）工場財団抵当 (2）工場財団抵当 

※２ 建物 1,444,445千円 

※２ 構築物 85,721  

※３ 機械装置 24,203  

※４ 土地 2,773,900  

計   4,328,270  

※２ 建物 1,364,787千円

※２ 構築物 75,453  

※３ 機械装置 21,373  

※４ 土地 2,773,900  

計   4,235,514  

※２ 建物 1,404,471千円

※２ 構築物 81,044  

※３ 機械装置 24,115  

※４ 土地 2,773,900  

計   4,283,531  

 工場財団抵当に対応する債務  工場財団抵当に対応する債務  工場財団抵当に対応する債務 

※６※８ 

長期借入金、短期借入金 

※６※８ 

長期借入金、短期借入金 

※６※８ 

長期借入金（含１年以内に返済する長期借

入金）、短期借入金 

  8,289,000千円   6,933,000千円   8,111,000千円

（うち担保提供資産との共同担保 （うち担保提供資産との共同担保 （うち担保提供資産との共同担保 

  7,700,000千円)   6,420,000千円)   7,560,000千円)

保証債務 保証債務 保証債務 

 連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入に対し、債務保証を行っています。 

 連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入に対し、債務保証を行っています。 

 連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入に対し、債務保証を行っています。 

(1）従業員が銀行から借入れた住宅資金 (1）従業員が銀行から借入れた住宅資金 (1）従業員が銀行から借入れた住宅資金 

  4,648千円   4,112千円   4,383千円

(2）築地工業(協)の銀行借入金 (2）築地工業(協)の銀行借入金 (2）築地工業(協)の銀行借入金 

  5,110    10,390    2,250  

(3）スリ・タカダ・インダストリーズ（マ

レーシア）・エスディエヌ・ビーエッ

チディのシンガポール・タカダ・イン

ダストリーズ・プライベート・リミテ

ッドからの借入金 

計 14,502  計 6,633  

  55,740   

  (      750千Ｓ＄)

計 65,498 

   

 



前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行11行とシンジケーション方式によ

るコミットメントライン契約を締結していま

す。 

  当中間連結会計期間末におけるコミットメ

ントラインに係る借入未実行残高は次のとお

りです。 

総貸付極度額 7,300,000千円 

借入金実行残高 6,300,000  

差引額 1,000,000  

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行11行とシンジケーション方式によ

るコミットメントライン契約を締結していま

す。 

  当中間連結会計期間末におけるコミットメ

ントラインに係る借入未実行残高は次のとお

りです。 

総貸付極度額 7,300,000千円

借入金実行残高 5,300,000  

差引額 2,000,000  

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行11行とシンジケーション方式によ

るコミットメントライン契約を締結していま

す。 

 当連結会計年度末におけるコミットメント

ラインに係る借入未実行残高は次のとおりで

す。 

総貸付極度額 7,300,000千円

借入金実行残高 6,300,000  

差引額 1,000,000  

※１※５※７  

 当中間連結会計期間末日が休日（金融機関

の休業日）につき、 当中間連結会計期間末

日満期手形を満期日に入・出金の処理をする

方法によっています。 

 当中間連結会計期間末日満期手形は次のと

おりです。 

受取手形 903,054千円 

支払手形 969,382  

固定資産購入支払手形 6,058  

※１※５※７  

 当中間連結会計期間末日が休日（金融機関

の休業日）につき、 当中間連結会計期間末

日満期手形を満期日に入・出金の処理をする

方法によっています。 

 当中間連結会計期間末日満期手形は次のと

おりです。 

受取手形 842,810千円

支払手形 948,506  

固定資産購入支払手形 13,331  

※１※５※７ 

 当連結会計年度末日が休日（金融機関の休

業日）につき、 当連結会計年度末日満期手

形を満期日に入・出金の処理をする方法によ

っています。 

 当連結会計年度末日満期手形の金額は次の

とおりです。 

受取手形 248,643千円

支払手形 1,135,601  

固定資産購入支払手形 5,519  



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ このうち主要な費目および金額は、次

のとおりです。 

※１ このうち主要な費目および金額は、次

のとおりです。 

※１ このうち主要な費目および金額は、次

のとおりです。 

従業員給料手当 338,771千円 

退職給付費用 27,363  

従業員給料手当 397,245千円

退職給付費用 26,541  

役員退職慰労引当金繰入額 8,049  

従業員給料手当 719,110千円

退職給付費用 73,802  

役員退職慰労引当金繰入額 13,468  

※１      ――――― ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、

37,402千円です。 

※１      ――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

す。 

※２      ――――― ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

す。 

機械装置 919千円 

車両運搬具 797  

計 1,717  

  機械装置 963千円

車両運搬具 1,125  

計 2,088  

※３      ――――― ※３      ――――― ※３ 固定資産売却損は車両運搬具の売却損

64千円です。 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

建物 19,318千円 

構築物 86  

機械装置 3,846  

車両運搬具 302  

工具器具備品 458  

計 24,011  

建物 20,148千円

構築物 2,127  

機械装置 18,000  

車両運搬具 279  

工具器具備品 1,150  

計 41,707  

建物 19,799千円

構築物 960  

機械装置 11,859  

車両運搬具 322  

工具器具備品 2,010  

計 34,952  

※５ 減損損失  ※５ 減損損失  ※５ 減損損失  

当社グループは、事業活動を行なう事

業所を基準として資産のグルーピングを

行なっており、賃貸用資産及び遊休資産

については、各物件毎に行なっていま

す。 

 当中間連結会計期間において、遊休資

産のうち時価が著しく下落しているもの

について正味売却価額まで減額し、減損

損失228千円を特別損失として計上して

います。  

当社グループは、事業活動を行なう事

業所を基準として資産のグルーピングを

行なっており、賃貸用資産及び遊休資産

については、各物件毎に行なっていま

す。 

 当中間連結会計期間において、遊休資

産のうち時価が著しく下落しているもの

について正味売却価額まで減額し、減損

損失3,013千円を特別損失として計上し

ています。  

当社グループは、事業活動を行なう事

業所を基準として資産のグルーピングを

行なっており、賃貸用資産及び遊休資産

については、各物件毎に行なっていま

す。 

 当連結会計年度において、遊休資産の

うち時価が著しく下落しているものにつ

いて帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しています。  

用途 種類 場所 
金額 

（千円） 

 遊休 
無形固定

資産  
―        228 

用途 種類 場所 
金額 

（千円） 

 遊休 
無形固定

資産  
―  3,013 

用途 種類 場所 
金額 

（千円） 

 遊休 
無形固定

資産  
―    376 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の増加967株は、単元未満株式の買取による増加です。 

    ２ 普通株式の自己株式の減少472株は、単元未満株式を所有する株主の買増による減少です。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加2,295株は、単元未満株式の買取による増加です。 

     

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 7,220,950 ― ― 7,220,950 

Ａ種株式（優先株式） 6,250,000 ― ― 6,250,000 

合計 13,470,950 ― ― 13,470,950 

自己株式        

普通株式 （注）１、２ 874,349 967 472 874,844 

合計 874,349 967 472 874,844 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 7,220,950 － － 7,220,950 

Ａ種株式（優先株式） 6,250,000 － － 6,250,000 

合計 13,470,950 － － 13,470,950 

自己株式        

普通株式 （注） 876,297 2,295 － 878,592 

合計 876,297 2,295 － 878,592 



３．配当に関する事項 

 配当金支払額 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の増加2,420株は、単元未満株式の買取による増加です。 

    ２ 普通株式の自己株式の減少472株は、単元未満株式を所有する株主の買増による減少です。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

 配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月26日 

定時株主総会 

 普通株式 63,446  利益剰余金 10 平成19年3月31日 平成19年6月27日

 Ａ種株式 

（優先株式） 
85,400 利益剰余金 13.664 平成19年3月31日 平成19年6月27日

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式        

普通株式 7,220,950 － － 7,220,950 

Ａ種株式（優先株式） 6,250,000 － － 6,250,000 

合計 13,470,950 － － 13,470,950 

自己株式        

普通株式 （注）１、２ 874,349 2,420 472 876,297 

合計 874,349 2,420 472 876,297 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資  
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月26日 

定時株主総会 

 普通株式 63,446 利益剰余金  10 平成19年3月31日 平成19年6月27日

 Ａ種株式 

（優先株式） 
85,400 利益剰余金  13.664 平成19年3月31日 平成19年6月27日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 3,707,608千円 

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△12,000

  

現金及び現金同等物 3,695,608  

現金及び預金勘定 4,894,619千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
－
  

現金及び現金同等物 4,894,619  

現金及び預金勘定 3,853,997千円

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
－
  

現金及び現金同等物 3,853,997  



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

機械装置 12,150 10,327 1,822 

車両運搬
具 

100,388 44,914 55,473 

工具器具
備品 

137,078 88,503 48,574 

合計 249,616 143,746 105,870 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

機械装置 12,150 12,150 ―

車両運搬
具 

101,033 45,651 55,381

工具器具
備品 

90,497 55,873 34,624

ソフトウ
ェア 

39,930 7,423 32,506

合計 243,610 121,097 122,512

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

機械装置 12,150 11,542 607

車両運搬
具 

104,588 54,083 50,504

工具器具
備品 

141,002 97,713 43,288

ソフトウ
ェア 

35,502 3,430 32,071

合計 293,242 166,769 126,472

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内       36,741千円

１年超 69,128 

合計 105,870 

１年内 40,498千円

１年超 82,014 

合計 122,512 

１年内           42,438千円

１年超 84,033 

合計 126,472 

 なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しています。 

同左  なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しています。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料       22,773千円

減価償却費相当額 22,773 

支払リース料 22,295千円

減価償却費相当額 22,295 

支払リース料       45,869千円

減価償却費相当額 45,869 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっています。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 該当事項はありません。 

２ オペレーティング・リース取引 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式のうち、減損処理を行ったものはありませ

ん。 

 なお、その他有価証券で時価のある株式についての減損処理基準は以下のとおりです。 

時価のある株式 

(1）中間期末日前１ケ月の市場価格等の平均に基づく時価が取得原価の50％以上下落した銘柄 

(2）中間期末日前１ケ月の市場価格等の平均に基づく時価が取得原価の30％以上50％未満下落し、かつ下記

ア、イ、ウのいずれかに該当する銘柄 

ア、時価が過去２年間にわたり、常に簿価の70％以下である場合 

イ、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合 

ウ、株式の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式        387,305千円 

その他          1,043千円 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式のうち、減損処理を行ったものはありませ

ん。 

 なお、その他有価証券で時価のある株式についての減損処理基準は以下のとおりです。 

時価のある株式 

(1）中間期末日前１ケ月の市場価格等の平均に基づく時価が取得原価の50％以上下落した銘柄 

(2）中間期末日前１ケ月の市場価格等の平均に基づく時価が取得原価の30％以上50％未満下落し、かつ下記

ア、イ、ウのいずれかに該当する銘柄 

ア、時価が過去２年間にわたり、常に簿価の70％以下である場合 

イ、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合 

ウ、株式の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式      186,020千円 

その他         1,053千円         

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

株式 131,406 298,970 167,564 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表
計上額（千円） 

差額（千円） 

株式 131,473 485,513 354,039 



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式のうち、減損処理を行ったものはありません。 

 なお、その他有価証券で時価のある株式についての減損処理基準は以下のとおりです。 

時価のある株式 

(1）期末日前１ケ月の市場価格等の平均に基づく時価が取得原価の50％以上下落した銘柄 

(2）期末日前１ケ月の市場価格等の平均に基づく時価が取得原価の30％以上50％未満下落し、かつ下記ア、

イ、ウのいずれかに該当する銘柄 

ア、時価が過去２年間にわたり、常に簿価の70％以下である場合 

イ、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合 

ウ、株式の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式        387,305千円 

その他             1,053千円 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）及び前連結会計年度

末（平成19年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

区分 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

株式 131,419 517,562 386,143 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 当社グループは各種産業設備及び水処理、廃棄物処理その他公害防止設備などに関する設計、製作、据付、

配管、電気、計装及び保全、修理事業、並びにこれらに関連する事業を主事業内容としており、全セグメント

の売上高の合計、営業利益の合計額に占めるプラント事業の割合がいずれも90%を超えており、また、来期以

降も同様の状況となることが長期的に見込まれるため、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しました。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 当社グループは各種産業設備及び水処理、廃棄物処理その他公害防止設備などに関する設計、製作、据付、

配管、電気、計装及び保全、修理事業、並びにこれらに関連する事業を主事業内容としており、全セグメント

の売上高の合計、営業利益の合計額に占めるプラント事業の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種

類別セグメント情報を省略しました。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

 当社グループは各種産業設備及び水処理、廃棄物処理その他公害防止設備などに関する設計、製作、据付、

配管、電気、計装及び保全、修理事業、並びにこれらに関連する事業を主事業内容としており、全セグメント

の売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるプラント事業の割合がいずれも

90%を超えており、また、来期以降も同様の状況となることが長期的に見込まれるため、当連結会計年度から

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しました。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）及び当中間連結会計期間（平成19年４月１日～

平成19年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しました。 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しました。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日）及び当中間連結会計期間（平成19年４月１日～

平成19年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しました。 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しました。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりです。 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 △56.75円

１株当たり中間純利益 118.44円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
 18.59円

１株当たり純資産額    292.54円

１株当たり中間純利益     250.20円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
     39.26円

１株当たり純資産額      57.65円

１株当たり当期純利益 207.14円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
     34.63円

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

 中間（当期）純利益（千円） 751,637 1,587,213 1,399,890 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 85,400 

  うち優先配当金（千円） － － 85,400 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

 （千円） 
751,637 1,587,213 1,314,490 

 普通株式の期中平均株式数（株） 6,346,099 6,343,666 6,345,883 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

 普通株式増加数（株） 34,083,162 34,083,162 34,083,162 

 （うち優先株式(Ａ種株式)）（株） 34,083,162 34,083,162 34,083,162 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

－ － － 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   3,392,756 4,640,856 3,373,894 

２ 受取手形 ※１  2,577,421 2,441,052 1,638,209 

３ 完成工事未収入金   8,466,356 9,493,105 9,524,439 

４ 未成工事支出金   4,494,683 4,151,904 4,633,689 

５ 材料貯蔵品   20,989 20,461 20,092 

６ 繰延税金資産   343,400 363,600 363,600 

７ その他流動資産   197,258 183,160 145,718 

貸倒引当金   △2,662 △2,300 △2,100 

流動資産合計   19,490,203 66.8 21,291,840 69.1 19,697,545 66.8

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産       

(1）建物 ※２ 2,568,565 2,445,748 2,498,522 

(2）土地 ※３ 4,010,658 4,015,238 4,010,658 

(3）その他有形固定
資産 

※４ 615,317 632,839 594,243 

有形固定資産合計   7,194,541 7,093,826 7,103,424 

２ 無形固定資産   146,457 109,520 123,769 

３ 投資その他の資産       

(1）投資有価証券   687,320 672,587 905,921 

(2）関係会社株式   1,293,833 1,293,833 1,293,833 

(3）その他投資その
他の資産 

  441,639 431,270 440,646 

貸倒引当金   △89,020 △89,020 △89,020 

投資その他の資産
合計 

  2,333,773 2,308,671 2,551,381 

固定資産合計   9,674,771 33.2 9,512,019 30.9 9,778,575 33.2

資産合計   29,164,974 100.0 30,803,859 100.0 29,476,120 100.0 

        

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形 ※５  7,633,435 8,062,108 7,314,541 

２ 工事未払金   3,937,008 4,668,732 4,063,902 

３ 短期借入金 ※６ 6,656,000 5,656,000 6,656,000 

４ 未払法人税等   49,391 157,128 71,937 

５ 未成工事受入金   942,769 572,267 925,481 

６ 仮受消費税等 ※７ 103,224 138,392 － 

７ 完成工事補償引当
金  

  26,600 26,600 27,900 

８ 工事損失引当金   334 － － 

９ その他流動負債 ※８  498,706 642,005 590,624 

流動負債合計   19,847,469 68.0 19,923,235 64.7 19,650,387 66.6

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金 ※９ 1,633,000 1,277,000 1,455,000 

２ 繰延税金負債   136,118 210,925 224,159 

３ 再評価に係る繰延
税金負債 

  820,052 820,052 820,052 

４ 退職給付引当金   1,847,529 1,495,057 1,647,652 

５ 役員退職慰労引当
金 

  － 90,171 75,971 

６ 預り保証金   12,600 12,600 12,600 

固定負債合計   4,449,300 15.3 3,905,806 12.7 4,235,435 14.4

負債合計   24,296,770 83.3 23,829,042 77.4 23,885,823 81.0

        

(純資産の部）              

Ⅰ 株主資本              

 １ 資本金   3,642,350 12.5 3,642,350 11.8 3,642,350 12.3 

 ２ 資本剰余金             

(１)その他資本剰余金   828   828   828   

資本剰余金合計    828 0.0 828 0.0 828 0.0 

 ３ 利益剰余金             

 （１）利益準備金   －   14,884   －   

 (２)その他利益剰余金             

 固定資産圧縮積立金   101,721   100,940   101,330   

 別途積立金   800,000   1,800,000   800,000   

 繰越利益剰余金   916,602   1,901,292   1,510,294   

 利益剰余金合計   1,818,323 6.2 3,817,117 12.4 2,411,625 8.2 

 ４ 自己株式   △12,666 △0.0 △15,986 △0.1 △14,148 △0.0 

 株主資本合計   5,448,835 18.7 7,444,310 24.1 6,040,655 20.5 

 Ⅱ 評価・換算差額等             

 １ その他有価証券評価
差額金 

  99,868 0.3 211,007 0.7 230,141 0.8 

 ２ 土地再評価差額金   △680,500 △2.3 △680,500 △2.2 △680,500 △2.3 

評価・換算差額等 
合計 

  △580,631 △2.0 △469,492 △1.5 △450,358 △1.5 

 純資産合計   4,868,204 16.7 6,974,817 22.6 5,590,296 19.0 

 負債純資産合計   29,164,974 100.0 30,803,859 100.0 29,476,120 100.0 

              



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 完成工事高     22,451,121 100.0 26,066,164 100.0   43,985,919 100.0

Ⅱ 完成工事原価     20,501,966 91.3 23,224,991 89.1   40,397,229 91.8

完成工事総利益     1,949,155 8.7 2,841,173 10.9   3,588,690 8.2

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１    962,906 4.3 964,666 3.7   1,838,298 4.2

営業利益     986,248 4.4 1,876,506 7.2   1,750,391 4.0

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   716   3,111 2,692   

２ その他営業外収
益 

  52,615 53,332 0.2 68,411 71,522 0.3 75,493 78,186 0.2

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息割引料   176,897   149,182 301,888   

２ その他営業外費
用 

  42,909 219,807 0.9 38,386 187,568 0.7 52,351 354,239 0.8

経常利益     819,773 3.7 1,760,461 6.8   1,474,338 3.4

Ⅵ 特別利益           

１ 投資有価証券売
却益 

  499   － 499   

２ 償却債権取立益   －   － 7,022   

３ 貸倒引当金戻入
益 

  1,000   － 1,415   

４ 完成工事補償引
当金戻入益  

  － 1,499 0.0 1,300 1,300 0.0 － 8,938 0.0

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産売却損 ※２ －   － 64   

２ 固定資産除却損 ※３ 23,944   41,707 34,885   

３ 過年度役員退職
慰労引当金繰入
額  

  －   － 47,204   

４ 役員退職慰労金   25,600   － 25,600   

５ 減損損失 ※４ 228   3,013 376   

６ 損害賠償金   － 49,772 0.3 29,000 73,721 0.3 － 108,130 0.3

税引前中間（当
期）純利益 

    771,500 3.4 1,688,039 6.5   1,375,145 3.1

法人税、住民税
及び事業税 

  36,008   133,966 66,815   

法人税等調整額   19,405 55,413 0.2 △264 133,701 0.5 △1,058 65,756 0.1

中間（当期）純
利益 

    716,086 3.2 1,554,338 6.0   1,309,388 3.0

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目です。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
  

株主資本
合計 その他資

本剰余金 
資本剰余
金合計 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 固定資産圧

縮積立金 
別途積立金 
  

繰越利益剰
余金 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

3,642,350 511 511 102,892 － 999,344 1,102,237 △11,576 4,733,522 

中間会計期間中の変動額                  

中間純利益           716,086 716,086   716,086 

自己株式の取得               △1,096 △1,096 

自己株式の処分   316 316         6 323 

固定資産圧縮積立金の取崩(注)       △781   781 －   － 

 固定資産圧縮積立金の取崩 
  

      △390   390 －   － 

別途積立金の積立(注)         800,000 △800,000 －   － 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
  

                  

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ 316 316 △1,171 800,000 △82,741 716,086 △1,090 715,313 

平成18年9月30日 残高 
（千円） 

3,642,350 828 828 101,721 800,000 916,602 1,818,323 △12,666 5,448,835 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

89,493 △680,500 △591,006 4,142,515 

中間会計期間中の変動額        

中間純利益       716,086 

自己株式の取得       △1,096 

自己株式の処分       323 

固定資産圧縮積立金の取崩(注)       － 

固定資産圧縮積立金の取崩 
  

      － 

別途積立金の積立(注)       － 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 
  

10,374 － 10,374 10,374 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

10,374 － 10,374 725,688 

平成18年9月30日 残高 
（千円） 

99,868 △680,500 △580,631 4,868,204 



当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
  

株主資本
合計 その他資

本剰余金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金    

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

固定資産
圧縮積立
金 

別途積立
金 
  

繰越利益剰
余金 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

3,642,350 828 828 － 101,330 800,000 1,510,294 2,411,625 △14,148 6,040,655 

中間会計期間中の変動額                    

剰余金の配当             △148,846 △148,846   △148,846 

剰余金の配当に伴う 
利益準備金の積立て 

      14,884     △14,884 －   － 

中間純利益             1,554,338 1,554,338   1,554,338 

自己株式の取得                 △1,837 △1,837 

 固定資産圧縮積立金の取
崩 

        △390   390 －   － 

別途積立金の積立           1,000,000 △1,000,000 －   － 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

                    

中間会計期間中の変動額合
計 
（千円） 

－ － － 14,884 △390 1,000,000 390,997 1,405,491 △1,837 1,403,654 

平成19年9月30日 残高 
（千円） 

3,642,350 828 828 14,884 100,940 1,800,000 1,901,292 3,817,117 △15,986 7,444,310 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

230,141 △680,500 △450,358 5,590,296 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当       △148,846 

剰余金の配当に伴う 
利益準備金の積立て 

      － 

中間純利益        1,554,338 

自己株式の取得       △1,837 

固定資産圧縮積立金の取崩 
  

      － 

別途積立金の積立       － 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△19,133 － △19,133 △19,133 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△19,133 － △19,133 1,384,520 

平成19年9月30日 残高 
（千円） 

211,007 △680,500 △469,492 6,974,817 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目です。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
  

株主資本
合計 その他資

本剰余金 
資本剰余
金合計 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 固定資産圧

縮積立金 
別途積立金 
  

繰越利益剰
余金 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

3,642,350 511 511 102,892 － 999,344 1,102,237 △11,576 4,733,522 

事業年度中の変動額                  

当期純利益           1,309,388 1,309,388   1,309,388 

自己株式の取得               △2,578 △2,578 

自己株式の処分   316 316         6 323 

固定資産圧縮積立金の取崩(注)       △781   781 －   － 

 固定資産圧縮積立金の取崩 
  

      △781   781 －   － 

別途積立金の積立(注)         800,000 △800,000 －   － 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 
  

                  

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ 316 316 △1,562 800,000 510,950 1,309,388 △2,571 1,307,133 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

3,642,350 828 828 101,330 800,000 1,510,294 2,411,625 △14,148 6,040,655 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

89,493 △680,500 △591,006 4,142,515 

事業年度中の変動額        

当期純利益       1,309,388 

自己株式の取得       △2,578 

自己株式の処分       323 

固定資産圧縮積立金の取崩(注)       － 

固定資産圧縮積立金の取崩 
  

      － 

別途積立金の積立(注)       － 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 
  

140,647 － 140,647 140,647 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

140,647 － 140,647 1,447,781 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

230,141 △680,500 △450,358 5,590,296 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

時価のあるもの 

  中間期末日前１ヶ月の市

場価格等の平均に基づく時

価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定しています。） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

② その他の有価証券 

時価のあるもの 

 期末日前１ヶ月の市場価

格等の平均に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定

しています。） 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

① 未成工事支出金 

個別法による原価法 

(2）たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

(2）たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

  ② 材料貯蔵品 

先入先出法による原価法 

② 材料貯蔵品 

同左 

② 材料貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっています。 

 ただし、TAKADA研修センター

の設備および平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法を

採用しています。 

 なお、主な耐用年数は、以下

の通りです。 

  建物    3～50年 

  機械装置  7年 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

    ――――― 
  

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しています。 

 これによる損益に与える影響

は軽微です。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産ついては、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により、取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含

めて計上しています。 

 これによる損益に与える影響

は軽微です。 

  ――――― 
  

  (2）無形固定資産 

 定額法によっています。 

 ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しています。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (3）その他投資その他の資産 

（長期前払費用） 

 均等償却によっています。 

  

(3）その他投資その他の資産 

（長期前払費用） 

同左 

(3）その他投資その他の資産 

（長期前払費用） 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 営業債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上していま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）完成工事補償引当金 

 完成工事について無償で行う

補修費用に備えるため、当中間

会計期間末に至る１年間の完成

工事高に対する過去２年間の実

績を基礎に、将来の補償見込額

を加味して計上しています。 

(2）完成工事補償引当金 

  同左 

  

  

  

  

  

(2）完成工事補償引当金 

 完成工事について無償で行う

補修費用に備えるため、当期末

に至る１年間の完成工事高に対

する過去２年間の実績を基礎に

将来の補償見込を加味して計上

しています。 

   (3)工事損失引当金 

 受注工事に係る将来の損失に

備えるため、当中間会計期間末

手持工事のうち損失の発生が見

込まれ、かつ、その金額を合理

的に見積もることができる工事

について、損失見込額を計上し

ています。 

         ――――― 

 (3)工事損失引当金 

 受注工事に係る将来の損失に

備えるため、当中間会計期間末

手持工事のうち損失の発生が見

込まれ、かつ、その金額を合理

的に見積もることができる工事

について、損失見込額を計上し

ています。 

  ただし、損失が見込まれる工

事がないため、当中間会計期間

末の残高はありません。 

  

 (3)工事損失引当金 

  受注工事に係る将来の損失に

備えるため、当事業年度末手持

工事のうち損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に

見積もることができる工事につ

いて、損失見込額を計上してい

ます。 

 ただし、損失が見込まれる工

事がないため、当事業年度末の

残高はありません。 

  

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

発生していると認められる額を

計上しています。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しています。 

   なお、会計基準変更時差異

（2,449,079千円）について

は、15年による均等額を費用処

理しています。 

   なお、会計基準変更時差異

（2,449,079千円)については、

15年による按分額を費用処理し

ています。 

   数理計算上の差異は、各期の

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期

より費用処理しています。 

     数理計算上の差異は、各期の

発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期

より費用処理しています。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

       ――――― (5) 役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員及び理事を含

む）の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しています。 

（追加情報） 

 従来、役員退職慰労金は、執

行役員及び理事も含めて支給時

の費用として処理していました

が、前事業年度より内規に基づ

き算定された期末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更しました。 

 この変更は、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）の

適用により役員賞与を費用計上

することが必要になったこと、

及び「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会監査・保

証実務委員会報告第42号 平成

19年４月13日改正）が公表され

たことを契機として実施したも

のです。 

 前中間会計期間において同じ

基準によった場合、営業利益及

び経常利益は13,408千円、税引

前中間純利益は60,612千円それ

ぞれ減少します。 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員（執行役員及び理事を含

む）の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しています。 

（会計方針の変更） 

 従来、役員退職慰労金は、執

行役員及び理事も含めて支出時

の費用として処理していました

が、当事業年度より内規に基づ

き算定された期末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更しました。 

 この変更は、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）の

適用により役員賞与を費用計上

することが必要になったこと、

及び「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会監査・保

証実務委員会報告第42号 平成

19年４月13日改正）（以下本報

告）が公表されたことを契機と

して実施したものです。 

 この変更により、当事業年度

において発生した額28,766千円

を完成工事原価・販売費及び一

般管理費に、過年度相当額

47,204千円を特別損失に計上し

ています。 

 この結果、従来の方法によっ

た場合に比べ、営業利益及び経

常利益はそれぞれ28,766千円減

少し、税引前当期純利益は

75,971千円減少しています。 

 なお、当該会計処理の変更が

当下半期に行われたのは、本報

告が当下半期以降の検討を経

て、公表されたことによるもの

です。 

 従って、当中間期は従来の方

法によっており、変更後の方法

によった場合と比べ、当中間期

の営業利益及び経常利益は

13,408千円、税引前中間純利益

は60,612千円それぞれ多く計上

されています。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっていま

す。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨

建金銭債権債務について、振当

処理を行っています。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 外貨建取引の為替変動リスク

に対して、為替予約取引を行っ

ています。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 将来の為替変動によるリスク

回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針です。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動を直接結び付けて判断し

ています。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ その他（中間）財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

(1）完成工事高の計上基準 

 完成工事高の計上は、原則と

して工事完成基準によっていま

すが、長期にわたる大型工事

（工期１年以上かつ請負金額１

億円以上）については、工事進

行基準によっています。 

(1）完成工事高の計上基準 

同左 

(1）完成工事高の計上基準 

同左 

   なお、工事進行基準によった

完成工事高は、702,702千円で

す。 

 なお、工事進行基準によった

完成工事高は1,969,914千円で

す。 

 なお、工事進行基準によった

完成工事高は1,902,651千円で

す。 

  (2）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっていま

す。 

(2）消費税等の会計処理 

同左 

(2）消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月1日 
 至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月1日 
 至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月1日 
 至 平成19年3月31日） 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

            ―――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

   当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月9日）を適用

しています。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、4,868,204千円です。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しています。 

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17

年12月9日）を適用しています。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は5,590,296千円です。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しています。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※２※４ 有形固定資産減価償却累計額 

         8,767,433千円 

 担保提供資産及び対応債務 

※２※４ 有形固定資産減価償却累計額 

          8,647,124千円 

 担保提供資産及び対応債務 

※２※４ 有形固定資産減価償却累計額 

            8,711,793千円 

 担保提供資産及び対応債務 

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産 (1）担保提供資産 

※２ 建物 652,517千円 

※３ 土地 824,136  

※４ 
その他有形固定

資産（構築物） 
32,151  

  計 1,508,806  

※２ 建物 612,850千円

※３ 土地 764,726  

※４ 
その他有形固定

資産（構築物）
29,407  

  計 1,406,984  

※２ 建物 634,454千円

※３ 土地 764,726  

※４ 
その他有形固定

資産（構築物） 
30,806  

  計 1,429,987  

 担保提供資産に対応する債務  担保提供資産に対応する債務  担保提供資産に対応する債務 

※６※９ 

長期借入金、短期借入金 

※６※９ 

長期借入金、短期借入金 

※６※９ 

長期借入金（含１年以内に返済する長期借

入金）、短期借入金 

  7,700,000千円   6,420,000千円   7,560,000千円

（うち工場財団抵当との共同担保 （うち工場財団抵当との共同担保 （うち工場財団抵当との共同担保 

  7,700,000千円)   6,420,000千円)   7,560,000千円)

(2）工場財団抵当 (2）工場財団抵当 (2）工場財団抵当 

※２ 建物 1,444,445千円 

※３ 土地 2,773,900  

※４ 

その他有形固定

資産（構築物・

機械装置） 

109,925  

  計 4,328,270  

※２ 建物 1,364,787千円

※３ 土地 2,773,900  

※４ 

その他有形固定

資産（構築物・

機械装置） 

96,827  

  計 4,235,514  

※２ 建物 1,404,471千円

※３ 土地 2,773,900  

※４ 

その他有形固定

資産（構築物・

機械装置） 

105,160  

  計 4,283,531  

 工場財団抵当に対応する債務  工場財団抵当に対応する債務  工場財団抵当に対応する債務 

※６※９ 

長期借入金、短期借入金 

※６※９ 

長期借入金、短期借入金 

※６※９ 

長期借入金（含１年以内に返済する長期借

入金）、短期借入金 

  8,289,000千円   6,933,000千円   8,111,000千円

（うち担保提供資産との共同担保 （うち担保提供資産との共同担保 （うち担保提供資産との共同担保 

  7,700,000千円)   6,420,000千円)   7,560,000千円)

 会社が債務の保証をしているものは、次の

とおりです。 

 会社が債務の保証をしているものは、次の

とおりです。 

 会社が債務の保証をしているものは、次の

とおりです。 

(1）従業員が銀行から借入れた住宅資金 (1）従業員が銀行から借入れた住宅資金 (1）従業員が銀行から借入れた住宅資金 

  4,648千円   4,112千円   4,383千円

(2）築地工業(協)の銀行借入金 (2）築地工業(協)の銀行借入金 (2）築地工業(協)の銀行借入金 

  5,110    10,390    2,250  

     計  14,502  計  6,633  

(3）スリ・タカダ・インダストリーズ（マ

レーシア）・エスディエヌ・ビーエッ

チディのシンガポール・タカダ・イン

ダストリーズ・プライベート・リミテ

ッドからの借入金 

   

      55,740    

  （    750千Ｓ＄）

計 65,498 

   

 



前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行１１行とシンジケーション方式に

よるコミットメントライン契約を締結してい

ます。 

 当中間会計期間末におけるコミットメント

ラインに係る借入金未実行残高は次のとおり

です。 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行１１行とシンジケーション方式に

よるコミットメントライン契約を締結してい

ます。 

 当中間会計期間末におけるコミットメント

ラインに係る借入金未実行残高は次のとおり

です。 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行１１行とシンジケーション方式に

よるコミットメントライン契約を締結してい

ます。 

 当事業年度末におけるコミットメントライ

ンに係る借入金未実行残高は次のとおりで

す。 

  

 総貸付極度額 7,300,000千円  

 借入実行残高 6,300,000  

 差引額  1,000,000 

  

 総貸付極度額 7,300,000千円  

 借入実行残高  5,300,000       

 差引額   2,000,000       

  
 総貸付極度額 7,300,000千円  

 借入実行残高  6,300,000       

 差引額   1,000,000       

※７ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、表示しています。 

※７      同左   ―――――   

※１※５※８  ※１※５※８   ※1※５※８  

 当中間会計期間末日が休日(金融機関の休

日)につき、当中間会計期間末日満期手形を

満期日に入・出金の処理をする方法によっ

ています。 

 当中間会計期間末日満期手形は次のとおり

です。 

 当中間会計期間末日が休日(金融機関の休

日)につき、当中間会計期間末日満期手形を

満期日に入・出金の処理をする方法によっ

ています。 

 当中間会計期間末日満期手形は次のとおり

です。 

 当事業年度末日が休日(金融機関の休日)に

つき、当事業年度末日満期手形を満期日に

入・出金の処理をする方法によっていま

す。 

 当事業年度末日満期手形は次のとおりで

す。 

 受取手形 900,660千円 

 支払手形 1,162,148 

 固定資産購入支払手形 6,058 

 受取手形 837,689千円 

 支払手形  1,140,466 

 固定資産購入支払手形 13,331 

 受取手形 248,643千円 

 支払手形  1,374,622 

 固定資産購入支払手形  5,519 

      



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１      ――――― ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、

37,402千円です。 

※１      ――――― 

※２      ――――― ※２      ――――― ※２ 固定資産売却損は車両運搬具の売却損

64千円です。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

建物 19,318千円 

構築物 86  

機械装置 3,846  

車両運搬具 235  

工具器具備品 458  

計 23,944  

建物 20,148千円

構築物 2,127  

機械装置 18,000  

車両運搬具 279  

工具器具備品 1,150  

計 41,707  

建物 19,799千円

構築物 960  

機械装置 11,859  

車両運搬具 255  

工具器具備品 2,010  

計 34,885  

※４ 減損損失 

 当社は、事業活動を行なう事業所を基

準として資産のグルーピングを行なって

おり、賃貸用資産及び遊休資産について

は、各物件毎に行なっています。 

 当中間会計期間において、遊休資産の

うち時価が著しく下落しているものにつ

いて、正味売却価額まで減少し、減損損

失228千円を特別損失として計上してい

ます。  

※４ 減損損失 

 当社は、事業活動を行なう事業所を基

準として資産のグルーピングを行なって

おり、賃貸用資産及び遊休資産について

は、各物件毎に行なっています。 

 当中間会計期間において、遊休資産の

うち時価が著しく下落しているものにつ

いて、正味売却価額まで減少し、減損損

失3,013千円を特別損失として計上してい

ます。 

※４ 減損損失 

 当社は、事業活動を行なう事業所を基

準として資産のグルーピングを行なって

おり、賃貸用資産及び遊休資産について

は、各物件毎に行なっています。 

 当事業年度において、遊休資産のうち

時価が著しく下落しているものについ

て、正味売却価額まで減少し、減損損失

376千円を特別損失として計上していま

す。  

用途 種類 場所 

 遊休 無形固定資産  ―  

用途 種類 場所 

 遊休 無形固定資産  ―  

用途 種類 場所 

 遊休 無形固定資産  ―  

 減価償却実施額   減価償却実施額   減価償却実施額  

有形固定資産 125,274千円 

無形固定資産 30,932  

有形固定資産 162,985千円

無形固定資産 29,834  

有形固定資産 258,298千円

無形固定資産 60,472  



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成１８年４月１日 至 平成１８年９月３０日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の増加967株は、単元未満株式の買取による増加です。 

   普通株式の自己株式の減少472株は、単元未満株式を所有する株主の買増による減少です。 

当中間会計期間（自 平成１９年４月１日 至 平成１９年９月３０日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の増加2,295株は、単元未満株式の買取による増加です。 

    

前事業年度（自 平成１８年４月１日 至 平成１９年３月３１日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の増加2,420株は、単元未満株式の買取による増加です。 

   普通株式の自己株式の減少472株は、単元未満株式を所有する株主の買増による減少です。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 874,349 967 472 874,844 

合計 874,349 967 472 874,844 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 876,297 2,295 ― 878,592 

合計 876,297 2,295 ― 878,592 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式 874,349 2,420 472 876,297 

合計 874,349 2,420 472 876,297 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

車両運搬
具 

100,388 44,914 55,473 

工具器具
備品 

133,306 85,582 47,724 

合計 233,694 130,497 103,197 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

車両運搬
具 

95,663 45,472 50,190

工具器具
備品 

85,628 51,778 33,849

ソフトウ
ェア 

18,126 4,525 13,600

合計 199,418 101,776 97,641

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

車両運搬
具 

104,588 54,083 50,504

工具器具
備品 

133,061 93,990 39,071

ソフトウ
ェア 

13,566 2,713 10,853

合計 251,216 150,786 100,429

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内         33,906千円

１年超 69,291 

合計 103,197 

１年内 34,660千円

１年超 62,980 

合計 97,641 

１年内    35,796千円

１年超 64,633 

合計 100,429 

（注）なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しています。 

（注）      同左 （注）なお、取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しています。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料     21,043千円

減価償却費相当額    21,043    

支払リース料 18,716千円

減価償却費相当額     18,716   

支払リース料 41,105千円

減価償却費相当額  41,105 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっています。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

該当事項はありません。 

２ オペレーティング・リース取引 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。  



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、福岡財務支局長に提出した証券取引法第25条第１項

各号に掲げる書類は、次のとおりです。 

  
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第60期） 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 
平成19年６月27日提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成18年12月14日

株式会社高田工業所    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 江島 猛博  ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 佐藤 宏文  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社高田工業所の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社高田工業所及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成19年12月７日

株式会社高田工業所    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 喜多村 教證 ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 佐藤 宏文  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社高田工業所の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日

から平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社高田工業所及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成18年12月14日

株式会社高田工業所    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 江島 猛博  ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 佐藤 宏文  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社高田工業所の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社高田工業所の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成19年12月７日

株式会社高田工業所    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 喜多村 教證 ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 佐藤 宏文  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社高田工業所の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日か

ら平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社高田工業所の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日

から平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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